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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年６月１０日 ０７時４０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市久須見鼻南方沖 

 倉敷市所在の備前大畠港北一文字防波堤南灯台から真方位１５５°

１.０１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２５.８′ 東経１３３°４９.３′） 

事故調査の経過 平成２３年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第八住
すみ

力
りき

丸、４９０トン 

 １３３０６９、岡田石材株式会社 

 ６３.９０ｍ（Lr）×１３.２０ｍ×７.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４７年４月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年４月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に擦過傷 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、海砂約１,６００ｔを積んで船

首約３.５ｍ、船尾約５.２ｍの喫水で広島県福山港を出港し、船長が

単独で船橋当直に就き、航海灯を表示して視程が０.５～１.０Ｍの視

界制限状態となった倉敷市水島港南方沖を約１１ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で東進した。 

本船は、倉敷市南方沖の下津井瀬戸に入って下津井瀬戸大橋付近に

至ったとき、視界が更に悪化して前方が見えなくなったので半速力前

進に減速したところ、機関長及び次席一等航海士が様子を見に昇橋し

た。 

船長は、霧中信号を吹鳴せず、操舵スタンド左の№１レーダーをヘ

ッドアップのオフセンターにし、レンジを０.５Ｍと０.７５Ｍに切り

替えながら、前方の映像がレンジの約２倍の距離まで映るように調整
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して手動操舵で下津井瀬戸の中央付近を速力約８kn で航行した。 

本船は、倉敷市久須見鼻灯標に並ぶ頃、船首方やや左舷側１００ｍ

付近に前路を右方に横切る態勢の漁船１隻を認め、左舵一杯を取ると

ともに、機関を後進にして同漁船を避けたが、続けて前方に約１０隻

の漁船群を認め、全速後進として避けたところ、平成２３年６月１０

日０７時４０分ごろ、久須見鼻南岸の岩礁にわずかに行きあしを残

し、乗り揚げた。 

本船は、近くを航行していた知人の貨物船に救助を求め、瀬取りを

行ったのち、自力で離礁した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南南西、風力 ２、視程 約１００ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮流 東流約１kn 

 その他の事項 本船は、ふだんから航海灯を点灯していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、視界制限状態となった下津井瀬戸を東進中、船長が、レー

ダー監視を適切に行っていなかったことから、前路の漁船に接近して

気付き、漁船を避ける操船を行ったものの、久須見鼻南岸の岩礁に乗

り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、視界制限状態となった下津井瀬戸を東進中、船

長が、レーダー監視を適切に行っていなかったことから、前路の漁船

に接近して気付き、漁船を避ける操船を行ったものの、久須見鼻南岸

の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態においては、他船との危険な接近を避けるため、霧

中信号を行うことにより自船の存在や状態を他船に示し、また、

船橋当直者を増員するなどして厳重な見張りに当たること。 

 




